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1 H30.2.16 H30.3.2

NPO法人○○は、活動上の学
校連携していると分かるもの
求める。（事業報告書の小学
校児童数名の利用示してい
る。）

1
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、
存在しないため

生活文化局都
民生活部管理
法人課

2 H30.2.20 H30.3.6

「○○株式会社」に関する東
京都内の消費生活相談情報
で、東京都消費生活総合セン
ターで受け付けたものの受付
年月日と相談内容（対象期
間：平成27年1月～平成30年1
月）

1 1

（7条6号）
本件情報が公にされることで、当該事業者に関す
る消費者相談の内容が明らかとなり、今後、相談
者が相談をためらったり、事業者に対する事実確
認や交渉等において、事業者の協力や情報を得る
ことができなくなるなど、相談業務の適正な執行
に支障を及ぼすおそれがある。

生活文化局消
費生活総合セ
ンター相談課

3 H30.2.7 H30.3.9
特定非営利活動法人○○の平
成25年度事業報告書類

1
当該特定非営利活動法人は、平成26年度に設立さ
れているため、請求に係る公文書は、実施機関で
は作成及び取得しておらず、存在しない。

生活文化局都
民生活部管理
法人課

4 H30.2.7 H30.3.9
平成26年○月○日特定非営利
活動法人○○の平成25年度事
業報告書類外79件

1 1 1 1

（7条2号）寄付金収入、支援者企業及び協力者、
未払金、短期借入金等の相手先並びに支援先、講
師、医師、会員等の個人の氏名に係る情報、監
事、会計顧問、奨学生、寄附者、代表権を有さな
い理事、事務局職員、事業活動参加者、事務局
長、講師、実行委員、代表権のある理事を除く従
業員、出演者、自立支援事業協力者等の氏名、事
務局長、代表権を有さない理事、監事、講師等の
肩書及び会員番号に係る情報、代表権を有さない
理事の電話番号、ファクシミリ番号及びメールア
ドレス、委任状の役職、氏名、電話番号、ファク
シミリ番号及びメールアドレス等については、個
人に関する情報で特定の個人を識別できるため
（7条3号）寄付金収入、前払費用、敷金、未払
金、短期借入金、寄付金返納、助成金返納、立替
金、前払費用、借受金、助成金収入、仮払金、雑
費立替、受託費、から揚げ粉開発事業等の相手
先、支援者企業及び協力者、口座番号等について
は、法人の事業活動を行う上での内部管理に属す
る事項に関する情報であり、公にすることによ
り、法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわ
れるため
（7条4号）印影については、公にすることによ
り、偽造等の犯罪の予防に支障を及ぼすため

生活文化局都
民生活部管理
法人課

5 H30.2.26 H30.3.12
平成25年○月○日付特定非営
利活動法人○○の平成24年度
事業報告書類外3件

1

（7条2号）代表権のある理事以外の理事、監事及
び社員の氏名並びに住所又は居所については、個
人に関する情報で特定の個人を識別できるため
（7条4号）印影については、公にすることによ
り、偽造等の犯罪の予防に支障を及ぼすため

生活文化局都
民生活部管理
法人課

6 H30.3.1 H30.3.15 商品テスト報告書 1 1 1

・苦情品の外観及び概要の一部について
（7条3号）事業者に関する情報であり、公にする
ことにより相談があった事実が明らかになり、社
会的信用の低下を招くなど競争上又は事業運営上
の地位が損なわれるおそれがあるため
（7条6号）事業者に関する情報であり、開示する
ことにより、事実確認や交渉等において、事業者
の協力や情報を得ることができなくなるなど、相
談業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある
ため

生活文化局消
費生活総合セ
ンター相談課

7 H30.3.5 H30.3.19

理由説明書の写しの送付及び
意見書の提出について（通
知）（諮問第1125号）（29生
広情第958号）

1 1

（7条2号）理由説明書の対象公文書の一部、理由
説明書別紙の非開示理由の内容、異議申立人の氏
名については、個人に関する情報で、特定の個人
を識別できるものであるため（他の情報と照合す
ることにより、特定の個人を識別することができ
ることとなるものを含む。）

決定区分 （根拠規定）条例7条
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決定区分 （根拠規定）条例7条

8 H30.3.6 H30.3.19

都民が、通話上「区と氏を名
乗り、局研修（総務局人事部
の中央研修：管理職研修を持
ち帰り、局研修に継げたもの
を開示請求する。※局の職員
研修実施のもの。」上記の記
載の事実が、個人情報に扱う
条文解釈分かるもの求める。
以下の見解「個人情報の身分
証のとうり識別可」の個人情
報保護委員会・総務省行政管
理局の見解合致。

1

本件開示請求は、都民が電話により「区」と
「氏」を名乗り、「局研修（総務局人事部の中央
研修：管理職研修を持ち帰り、局研修に継げたも
のを開示請求する。※局の職員研修実施のも
の。」と話したことに関する対応記録が、個人情
報として取り扱われることが開設された条文解釈
が記載された公文書の開示を求めるものである。
上記内容を事例として挙げた上で。個人情報とし
て取り扱うことを開設した公文書については、実
施機関において取得及び作成をしておらず、存在
しない。

生活文化局広
報広聴部情報
公開課

9 H30.3.8 H30.3.22
平成27年7月16日付27政総秘
請第41号　陳情・要請につい
て

1 1
生活文化局都
民生活部管理
法人課

10 H30.3.8 H30.3.23
平成26年6月19日付26政総秘
請第59号　陳情・要請につい
て

1 1
生活文化局広
報広聴部広報
課

11 H30.3.19 H30.3.23

平成18年○月○日付特定非営
利活動法人○○から提出され
た定款変更認証申請書類の内
定款

11 1
生活文化局都
民生活部管理
法人課

12 H30.3.12 H30.3.26 宗教法人○○の現在の規則 1 1 1

（7条2号）責任役員の氏名については、個人に関
する情報で特定の個人を識別することができるた
め
（7条4号）印影については、偽造等による犯罪の
予防に支障を及ぼすおそれがあるため

生活文化局都
民生活部管理
法人課

13 H30.3.13 H30.3.27
江戸東京博物館（29）ホール
等改修工事　工事内訳書

61 1
生活文化局総
務部総務課

14 H30.3.16 H30.3.30

平成18年○月○日付学校法人
○○寄附行為変更認可申請書
及び添付書類
学校法人○○財産目録（平成
27年3月31日現在）（平成29
年3月31日現在）

42 1 1 1

（7条2号）議事録署名人及び監事の氏名について
は、個人に関する情報で特定の個人を識別するこ
とができるものであるため
（7条3号）基本財産、運用財産の金額及び明細並
びに負債の金額（負債総額並びに固定負債及び流
動負債の合計を除く。）及び明細については、公
にすることにより、学校法人の財産状況を相当程
度具体的に把握することが可能となり、当該法人
の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地
位が損なわれると認められるため
（7条4号）印影については、偽造等による犯罪の
予防に支障を生ずるおそれがあるため

生活文化局私
学部私学行政
課

15 H30.3.16 H30.3.30

①学校法人○○が設置する学
校の学則（都で所有する最新
のもの）
②学校法人○○財産目録（平
成28年3月31日現在）
③学校法人○○の理事長・理
事・監事変更届（最新の物か
ら過去3年分）
④学校法人○○の評議員変更
届（最新の物から過去3年
分）
⑤学校法人○○の財務諸表
（最新の物から過去3年分）

42 1

①当該公文書は、当該学校法人が○○区に設置す
る各種学校の学則であり、当該学校の事務は区の
所管であるため、実施機関では取得しておらず、
存在しない。
②当該公文書は、当該学校法人から提出されてい
ないため、実施機関では取得しておらず、存在し
ない。
③当該学校法人に係る当該公文書は、平成２６年
度から平成２９年度までの間に実施機関では取得
しておらず、存在しない。また、学校法人から提
出される理事長、理事及び監事変更届について
は、保存期間が３年の公文書であるため、平成２
５年度以前のものについては現に保有しておら
ず、存在しない。
④評議員の変更は、所轄庁への届出事項ではない
ため、当該公文書は実施機関において取得してお
らず、存在しない。
⑤当該公文書は、法令上毎年所轄庁に提出を義務
付けられた書類ではないため、実施機関では取得
しておらず、存在しない。

生活文化局私
学部私学行政
課
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16 H30.3.19 H30.3.30
29消セ相第478号「独立行政
法人　国民生活センターへの
商品テスト依頼」

1 1 1 1

・情報番号
（7条6号）情報の管理に関する内容が記載されて
おり、開示することにより、保有情報を識別する
ことができるようになり、事務の遂行に支障を及
ぼすおそれがあるため
・受付年月日のうち月日及び時刻、相談方法、相
談者属性（年齢、県コード、地域コード、性別等
及び職業等）、契約者属性並びに契約者属性（年
齢、県コード、地域コード、性別等及び職業等）
（7条2号）個人に関する情報で、特定の個人を識
別することができるため
（7条6号）当該情報を開示することにより、相談
者との信頼関係が損なわれ、適切な相談事務の遂
行に支障を及ぼすおそれがあるため
・銘柄（形式）、製造者あるいは販売者、検体数
（同型・参考品があれば同様に記載）の一部、ブ
ランド・型式、相談概要の一部、購入・契約先、
屋号等及び第３金額並びに苦情品の外観及び概要
の一部
（7条3号）事業者に関する情報であり、公にする
ことにより相談があった事実が明らかになり、社
会的信用の低下を招くなど競争上又は事業運営上
の地位が損なわれるおそれがあるため
（7条6号）事業者に関する情報であり、開示する
ことにより、事実確認や交渉等において、事業者
の協力や情報を得ることができなくなるなど、相
談業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある
ため

生活文化局消
費生活総合セ
ンター相談課


